
平成25年度  

第１回 練馬区安全・安心協議会 

案 件 表 
 

 

１ 日 時   平成25年10月22日(火)  午前10時00分～ 

 

２ 場 所   練馬区役所本庁舎20階 交流会場 

 

３ 次 第 

  (1) 開会 

① 練馬区長あいさつ 

    ② 協議会委員の紹介 ····································· ［別紙１］ 

    ③ 委員委嘱状の交付 

 

  (2) 審議事項 

①  練馬区安全・安心協議会への諮問について 

      ・諮問文 ············································· ［別紙２］ 

・管理に問題のある家屋等への対処の現状について ······· ［別紙３］ 

・他区等の条例制定の状況 ····························· ［別紙４］ 

・条例に盛り込むべき項目の解説とポイント ············· ［別紙５］ 

・空き家対策の法制定に関する報道記事 ················· ［別紙６］ 

・新宿区空き家等の適正管理に関する条例と足立区老朽家屋 

等の適正管理に関する条例 ···························· [別紙７] 

 

    ＜提出のお願い＞ 

・安全・安心協議会 意向調査票（11月8日(金)期限） 

 

  (3) 報告事項 

①  練馬区内の犯罪・火災発生件数について ················ ［別紙８］ 

②  練馬区暴力団排除条例施行後の各種事業について ········ ［別紙９］ 

③  ねりま情報メール事業の運用について ·················· ［別紙10］ 

    ④ その他 

 

  (4) 閉会 

 



別紙１

練馬警察署長 中原　隆 練馬防犯協会会長 内田　欽三郎

光が丘警察署長 古屋　芳男 光が丘防犯協会会長 増島　光博

石神井警察署長 野口　豊 石神井防犯協会会長 井口　正治

練馬消防署長 伊藤　博人 練馬交通安全協会会長 篠　利雄

光が丘消防署長 松野　祐司 光が丘交通安全協会会長 関口　武司

石神井消防署長 守屋　正巳 石神井交通安全協会会長 髙橋　敏雄

練馬消防団長 福島　博 練馬母の会会長 加納　紀子

光が丘消防団長 鳥海　隆秀 光が丘母の会会長 金谷　閏子

石神井消防団長 小池　亘 石神井母の会会長 田村　美佐子

教育委員会教育長 河口　浩 練馬防火防災協会会長 中村　壽男

光が丘防火防災協会会長 吉田　一郎

石神井防火防災協会会長 櫻井　鋭壽

新木　繁男 青少年委員会会長 山川　新

大湊　正男 青少年育成地区委員会会長 関口　登美雄

小川　信一 小学校PTA連合協議会副会長 米田　満

加藤　眞一 中学校PTA連合協議会会長 青柳　直美

木村　利行 保護司会副会長 小林　利生

小松　一文 東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会会長 見米　元秀

佐藤　勝彦 民生・児童委員協議会練馬・中村地区委員長 辻　昌子

新藤　卓 町会連合会会長 渡邉　雍重

豊田　英紀 東京商工会議所練馬支部会長 井戸　勤

原田　正雄 商店街振興組合連合会理事 堀内　勲

前田　祐子 商店街連合会副会長 荒井　敏男

三ヶ崎　清政 練馬産業連合会副会長 秋山　千枝子

山本　美子 練馬東法人会副会長 菊池　雄一

練馬西法人会副会長 鈴木　美津恵

計  49名

平成25年度　練馬区安全・安心協議会　委員名簿

１　関係行政機関・区職員（10名）

３　公募委員（13名）

２　関係団体（26名）

公募委員



  別紙２ 
25練危防第10156号 

平成25年10月22日 

 

練馬区安全・安心協議会会長 殿 

 

     練馬区長  志 村 豊志郎 

 

 

「練馬区安全・安心協議会」への諮問について 

 

 

 「練馬区民の安全と安心を推進する条例（平成 16年 12月練馬区条例第 54

号）」第15条第２項の規定に基づき、下記のとおり諮問します。 

 

 

記 

 

 

１ 諮問事項 

    別紙のとおり 

 

 

２ 答申について 

    平成25年度中を目途に答申いただくようお願いします。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 



１ 諮問事項 

   問題家屋について条例化するにあたり盛り込むべき項目等について 

 

２ 趣旨 

   近年、居住者の死亡や転居、相続人が居住しないなどの理由により、空

き家が全国的に増加している。本来、空き家は所有者等が自己責任おいて

管理するものであるが、様々な事情から適切に管理されず、老朽化等によ

る建物の破損、草木の繁茂、害虫の発生等により、区民の生活環境の悪影

響や地域の治安の悪化を招いている。また、居住者がいても、いわゆるご

み屋敷等、適正に管理されない家屋も増えている。本区においても、この

ような問題のある家屋（以下「問題家屋」という）に関する相談がその近

隣住民等から少なからず寄せられている。 

 

このような現状を踏まえ、問題家屋を解決するための対応策を明らかに

するとともに、犯罪や火災・建物の倒壊等を防ぎ、良好な生活環境とする

ことで、もって区民の安全で安心できる暮らしを実現するため、条例化等

に向け検討をしています。 

  

  条例化にあたって、より実効性を高めるために、どのような項目等を盛

り込むべきかについて諮問するものである。 

 

 

    

［別紙］ 



  別紙３ 

平成２５年１０月２２日 

危 機 管 理 室 安 全 ・ 安 心 担 当 課 

 

管理に問題のある家屋等への対処の現状について 

 

１ 管理に問題のある家屋等（問題家屋）への対応の現状 

近年、居住者の死亡や転居、相続人が居住しないなどの理由により、空き家が全国的に

増加している。本来、空き家は所有者等が自己責任おいて管理するものであるが、様々な

事情から適切に管理されず、老朽化等による建物の破損、草木の繁茂、害虫の発生等によ

り、区民の生活環境の悪影響や地域の治安の悪化を招いている。また、居住者がいても、

いわゆるごみ屋敷等、適正に管理されない家屋も増えている。本区においても、空き家や

ごみ屋敷に関する相談がその近隣住民等から少なからず寄せられている。 

これまで区は、問題家屋連絡会で問題家屋に関する情報を共有し、各課が協力して所有

者・管理者に働きかけ等を行ってきたが、解決が難しいケースも少なくない。その背景に

は、建物を解体すると固定資産税が上がるため建物が放置され撤去が進まないという税法

上の課題や、固定資産税情報を参照できないことから、所有者・管理者の把握が困難にな

るということ等もある。 

【平成１６年度以降の対応状況】 

解決件数  159件（老朽家屋50、樹木39、ごみ45、その他25） 

未解決件数 127件（老朽家屋51、樹木43、ごみ６、その他27） 

２ 他区等の条例制定の状況 

別紙4のとおり 

３ 問題家屋への対応の課題等 

（１）現在の根拠法令・条例の課題 

① 建築基準法では建築物の管理不全な状態について列挙されていない。 

② 建築基準法では建築物以外のものに対処できない。 

③ 練馬区民の安全と安心を推進する条例には、指導しか定めがない。 

④ 建築基準法の代執行は、所有者が判明している場合は、実施までに時間を要する。

所有者不明の場合でも、著しく公益に反する場合にしか対応できない。 

（２）関連する課題 

① 空き家の有効活用について 

② 問題家屋になる前の対応について 

③ 問題家屋の中には、保健師等の関与が必要なものがある。 

 

４ 国等の動向について 

報道によると、自民党は管理不十分な空き家の増加を受け、防災や治安確保の徹底を図

る新たな対策法案をつくる方針を固め、早ければ秋の臨時国会に議員立法で提出する見通

しとのことである（別紙6）。 
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老朽家屋件数

〇 × × 老朽家屋等の適正管理に関する条例 建築安全担当課 〇 〇 〇 〇 審議会
経費

2,026万円
老朽危険家屋
1,743件

平成23年11月1日施行 14件 14件
指導必要324件
倒壊危険57件

× 〇 〇 生活環境の保全に関する条例 生活環境調整課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50万円 〇 審議会

平成25年1月1日施行 2件 2件

〇 × × 空き家の適正管理に関する条例 建築調整課 〇 〇 〇 〇 〇 ×
28件

（陳情ベース）

平成25年4月1日施行 1件

〇 〇 × 空き家等の適正管理に関する条例 危機管理課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 審査会 ×
老朽家屋
490件

平成25年10月1日施行

〇 × × 老朽建物等の適正管理に関する条例 安全支援課 〇 〇 〇 〇 〇 審議会 × 2,000件

平成26年1月1日施行
関東大震災の

燃え残りなどがある

〇 × 〇 空き家等の適正管理に関する条例 防災安全課 〇 〇 〇 〇 ×
25件

（陳情ベース）

平成25年1月1日施行

〇 × × 空き家の適正管理に関する条例 安全安心課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
32件

（陳情ベース）

平成25年4月1日施行

他区等の条例制定の状況 平成25年10月22日
安全・安心担当課

足立区
(空き家)

解体
工事の
1/2
50万円
限度

足立区
(ごみ)

大田区

小平市
条例施行後実態調査

545件

八王子市

新宿区

墨田区

別
紙
４



平成25年10月22日 

 

条例に盛り込むべき項目の解説とポイント 
 

 実態調査 立入調査 助言･指導 勧 告 命 令 公 表 緊急安全 
措置 助成 代執行 

事務局案 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

 

【各項目の解説とポイント】 

 

 

 

 

【ポイント】 

現在、問題家屋は、建築基準法や練馬区民の安全を推進する条例等で対処しているが、調

査権が明確に規定されていない。問題家屋に対処する上で、所有者等の調査や物件の調査は

必要不可欠である。 

【ポイント】 

実態調査・立入調査の結果、家屋等が管理不全な状態で、倒壊による被害または近隣住

民の生活に支障をきたす場合や、その恐れがあると判断した場合、当該家屋の所有者等に

対して、改善措置を行うよう助言・指導を行う。これに従わない場合、（助言・指導）⇒（勧

告）⇒（命令）と段階を踏んで所有者に対し解決を促す。 

 

 

 

 

【ポイント】 

所有者等が助言または指導に従わない場合、是正の勧告を行う。 

(実態調査・立入調査) 

「実態調査」は、問題家屋に関する現地確認、所有者等を確定させるための登記簿調

査、その他必要な調査を行う。 
「立入調査」は問題家屋の状態把握のために必要な場所に立ち入り調査を行う。 

（助言・指導） 

実態調査・立入調査の結果を受け、問題家屋であると認めるときは、所有者等に対し、

必要な措置について助言または指導を行う。所有者等の状況、家屋の立地状況、危険度

の程度等、必要な措置の内容は案件によって異なるが、基本的に所有者に修繕または除

却をさせることになる。 

（勧告） 

助言または指導を行ったにもかかわらず、問題家屋が引き続き管理不全な状態にある

ときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう、是正の勧告を行う。 

別紙５ 



【ポイント】 

所有者等が勧告に従わない場合、期限を定めて是正の命令をする。 

【ポイント】 

公表の規定は、制裁的な措置として定めるものであり、これにより命令の実効性を担

保する効果を期待する。 

【ポイント】 

 緊急時に応急的な対応をすることができるが、必要最低限の措置をするだけで根本的な解

決にはならない。また、所有者等の許可が必要であり、所有者等不明の場合対応できない。 

 区の指導等で自ら改善、解消した所有者等との公平性を保てない点や、緊急時には区が

対応してくれるという考えから、管理責任の放棄の助長を招く恐れがある。 

【ポイント】 

 助成制度を導入している足立区の例では、「解体及び撤去に要した経費の2 分の1 以内

で、50万円を上限」としている。 

本来、所有者等の責任で解決すべきことへの補助金支出の妥当性の問題があり、区の指

導等で自ら改善、解消した所有者等との公平性を保てない。また、補助金対象になるまで

対処しなくなるなど、管理責任の放置の助長を招く恐れがある。 

【ポイント】 

命令を行っても、これに従わない場合は、行政代執行法に基づく代執行を行ことができ

る。危険切迫時は、緊急に危険を排除することができる。代執行に要した費用については、

原則として所有者等の負担となる。 

（命令） 

勧告を行ったにもかかわらず、勧告に基づく措置を履行しない所有者等に対し、期限

を定めて、必要な措置を講じるよう命令する。 

（公表） 

所有者等が正当な理由なく、命令に従わない場合、所有者等の住所、氏名、空き家等

の所在地、命令の内容を公表する。 

（緊急安全措置） 

問題家屋の老朽化による倒壊その他の危険な状態が切迫している場合、その状態を回

避するために必要最低限度の緊急安全措置をとる。 

（助成） 

助言、指導、勧告または命令に従って必要な措置を講ずる所有者等に対し、その費用

を助成する。 

（代執行） 

 所有者が命令に従わない場合において、他の方法で命令に従わせることが困難であり、

かつ、そのままでは周辺の生活環境に深刻な被害を与えるなど、著しく公益に反する場合

に、代執行を行う。 













   足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、老朽家屋等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事

故、犯罪及び火災を防止し、もって区民の安全で健康な生活を確保することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 危険な状態 老朽化のために建物その他の土地の工作物（以下「建物等」とい

う。）が倒壊し、若しくは建築材等を飛散させるおそれがあり、又は不特定の者

が建物等に侵入して火災を発生させ、若しくは犯罪を起こすおそれがあることを

いう。 

⑵ 所有者等 建物等の所有者又は管理者をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、建物等が危険な状態にならないよう常に適正に維持管理しな

ければならない。 

（調査） 

第４条 区長は、前条の適正な維持管理が行われていない建物等があると認めると

きには、当該建物等の実態調査を行うことができる。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、当該建物等にかかる所有者等の把握に必

要な調査を行うことができる。 

（指導勧告） 

第５条 区長は、建物等が危険な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、危

険な状態を解消するための措置をとるべきことを指導し、又は期限を定めて勧告

することができる。 

（助成） 

第６条 区長は、前条の指導又は勧告に従って措置を行う者に対し、別に定めると

ころにより助成を行うことができる。 

（緊急安全措置） 

第７条 区長は、建物等の危険な状態が切迫している場合で、所有者等から自ら危

険な状態の解消をすることができないとの申出があったときには、危険な状態を

回避するために必要な最低限度の措置（以下「緊急安全措置」という。）をとる

ことができる。 

２ 区長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、所有者等の同意を得

て実施するものとする。 

３ 区長は、第１項に規定する緊急安全措置を行うときには事前に次条に規定する

足立区老朽家屋等審議会の意見を聴かなければならない。 



（足立区老朽家屋等審議会） 

第８条 区長は、個々の老朽家屋等の状況及び対応方針について諮問するため、区

長の附属機関として、足立区老朽家屋等審議会（以下「審議会」という。）を設

置する。 

（審議会の組織） 

第９条 審議会は、前条の諮問事項に関し優れた識見を有する者のうちから、区長

が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。 

（会長の選任及び権限） 

第10条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代理する。 

（審議会の運営） 

第11条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めたときは、学識経験者、関係行政機関の職員その

他の関係人に会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説

明を求めることができる。 

５ 審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（守秘義務） 

第12条 審議会委員又は委員であった者は、職務上知り得た情報を他に漏らしては

ならない。 

（関係機関との連携） 

第13条 区長は、必要があると認めるときは、第４条から第７条までに規定する調

査、助言、勧告等の内容を関係機関に提供し、危険な状態の解消について協力を

要請することができる。 

（委任） 

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年11月１日から施行する。 

（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和39年足立区

条例第17号）の一部を次のように改正する。 

別表区長の部に次のように加える。 

足立区老朽家屋等審議会  日額 ２万1,000円 
 



犯罪種別 内訳 総計 練馬 光が丘 石神井 総計 練馬 光が丘 石神井 総計 練馬 光が丘 石神井

自転車盗 3,430 1,213 913 1,304 3,189 1,147 867 1,175 1,888 646 511 731

ひったくり 103 33 32 38 65 22 10 33 27 10 3 14

すり 43 22 12 9 41 20 13 8 21 6 10 5

その他
（自動車盗、置引、万引な
ど）

2,523 781 781 961 2,294 708 763 823 1,097 157 455 485

空き巣 159 60 35 64 168 82 28 58 141 79 19 43

事務所荒し 19 9 3 7 10 5 1 4 16 6 3 7

その他
（忍び込み、出店荒しなど）

148 76 32 40 103 44 13 46 84 29 23 32

暴行･傷害 228 66 59 103 207 61 52 94 118 40 37 41

その他
（脅迫･恐喝など）

24 7 8 9 31 8 15 8 19 4 10 5

93 31 21 41 106 33 36 37 70 23 26 21

148,455,30558,306,35424,170,53965,978,412 434,190,06694,887,678 127,785,359 211,517,029 209,989,08593,798,62052,297,29063,893,175

その他 188 80 39 69 191 156 0 35 103 63 15 25

殺人（未遂含む） 2 0 0 2 3 0 1 2 2 0 0 2

強盗 19 4 7 8 20 5 8 7 17 5 6 6

その他
（放火･強姦など）

12 7 1 4 6 2 3 1 6 1 3 2

わいせつ 38 16 10 12 46 20 18 8 26 13 6 7

その他
（賭博など）

2 0 0 2 4 1 3 0 3 0 3 0

その他 上記に属さない刑法犯 1,113 415 288 410 983 287 328 368 642 218 184 240

8,144 2,820 2,241 3,083 7,467 2,601 2,159 2,707 4,280 1,300 1,314 1,666

粗暴犯

知能犯

振り込め詐欺
※下段は被害金額

24年23年

練馬区内警察署犯罪発生状況（経年）　※暦年表示

25年(8月31日現在)  速報値

凶悪犯

風俗犯

小計

非侵入窃盗

侵入窃盗

別
紙
８



練馬区内各消防署の火災発生状況　※暦年表示
平成16年１月～平成24年12月

285件 276件 205件 207件 235件 223件 173件 212件 191件

焼失面積（㎡） 2,101㎡ 1,998㎡ 1,310㎡ 754㎡ 2,677㎡ 1,017㎡ 1,628㎡ 620㎡ 1,135㎡

件数 6件 10件 6件 8件 10件 7件 10件 3件 6件

（住警器設置済件数） 0件 0件 0件 0件 1件 0件 2件 0件 3件

人数 6人 10人 7人 8人 10人 7人 13人 3人 7人

（65歳以上） 3人 5人 5人 5人 5人 2人 9人 1人 2人

82件 92件 75件 81件 57件 87件 62件 60件 53件

焼失面積（㎡） 486㎡ 534㎡ 633㎡ 228㎡ 210㎡ 395㎡ 547㎡ 131㎡ 159㎡

件数 2件 4件 3件 4件 3件 4件 4件 1件 0件

（住警器設置済件数） 0件 0件 0件 0件 1件 0件 2件 0件 0件

人数 2人 4人 4人 4人 3人 4人 5人 1人 0人

（65歳以上） 1人 1人 3人 2人 2人 1人 4人 0人 0人

83件 55件 52件 59件 73件 49件 40件 56件 47件

焼失面積（㎡） 662㎡ 506㎡ 543㎡ 371㎡ 667㎡ 262㎡ 383㎡ 87㎡ 260㎡

件数 1件 3件 1件 3件 1件 1件 2件 1件 1件

（住警器設置済件数） 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

人数 1人 3人 1人 3人 1人 1人 3人 1人 1人

（65歳以上） 1人 2人 1人 3人 0人 1人 1人 0人 0人

120件 129件 78件 67件 105件 87件 71件 96件 91件

焼失面積（㎡） 953㎡ 958㎡ 134㎡ 155㎡ 1,800㎡ 360㎡ 698㎡ 402㎡ 716㎡

件数 3件 3件 2件 1件 6件 2件 4件 1件 5件

（住警器設置済件数） 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件

人数 3人 3人 2人 1人 6人 2人 5人 1人 6人

（65歳以上） 1人 2人 1人 0人 3人 0人 4人 1人 2人

練馬

件数

火災による
焼死者

光が丘

平成19年 平成20年 平成22年 平成23年

件数

平成24年平成17年 平成18年

火災による
焼死者

内訳 平成16年

石神井

件数

火災による
焼死者

区内総計

件数

平成21年

火災による
焼死者



練馬区内の原因別火災発生状況　※暦年表示
平成16年１月～平成24年12月

総数 285件 ％ 順位 276件 ％ 順位 205件 ％ 順位 207件 ％ 順位 235件 ％ 順位 223件 ％ 順位 173件 ％ 順位 212 ％ 順位 191 ％ 順位

放火（疑い含む） 103件 36.1% ① 103件 37.3% ① 67件 32.7% ① 71件 34.3% ① 67件 28.5% ① 62件 27.8% ① 41件 23.7% ① 76 43.9% ① 61 35.3% ①

電気関係 32件 11.2% ③ 41件 14.9% ② 29件 14.1% ④ 25件 12.1% ④ 38件 16.2% ③ 21件 9.4% ④ 27件 15.6% ③ 35 20.2% ③ 30 17.3% ④

たばこ 35件 12.3% ② 36件 13.0% ③ 36件 17.6% ② 36件 17.4% ② 31件 13.2% ④ 39件 17.5% ② 39件 22.5% ② 25 14.5% ⑤ 31 17.9% ③

ガス器具 30件 10.5% ④ 35件 12.7% ④ 35件 17.1% ③ 29件 14.0% ③ 44件 18.7% ② 34件 15.2% ③ 19件 11.0% ④ 29 16.8% ④ 21 12.1% ⑤

火遊び 19件 6.7% ⑤ 9件 3.3% ⑤ 9件 4.4% ⑤ 7件 3.4% ⑤ 7件 3.0% ⑤ 8件 3.6% ⑤ 5件 2.9% ⑤ 3 1.7% ⑥ 5 2.9% ⑥

石油ストーブ 7件 2.5% ⑥ 1件 0.4% ⑦ 2件 1.0% ⑥ 2件 1.0% ⑥ 0件 0.0% - 1件 0.4% ⑥ 0件 0.0% - 3 1.7% ⑥ 2 1.2% ⑦

たき火 2件 0.7% ⑦ 4件 1.4% ⑥ 1件 0.5% ⑦ 1件 0.5% ⑦ 0件 0.0% - 1件 0.4% ⑥ 3件 1.7% ⑥ 1 0.6% ⑦ 1 0.6% ⑧

その他 57件 20.0% - 47件 17.0% - 26件 12.7% - 36件 17.4% - 48件 20.4% - 57件 25.6% - 39件 22.5% - 40 23.1% ② 40 23.1% ②

平成24年平成22年 平成23年平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
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「地域の力で暴力団を追放しよう！」 
～練馬区暴力団排除条例施行セレモニーと啓発イベントを開催～ 

と き ４月１０日（水） 午前１０時～１１時 

ところ 西武池袋線 練馬駅北口 ペデストリアンデッキ 

４月１日に練馬区暴力団排除条例が施行されたことを受け

て、練馬駅北口で同条例の施行セレモニーと啓発イベントが開

催された。 

練馬区暴力団排除条例は、暴力団排除活動を推進するための

措置などを定めたもので、区民の安全で平穏な生活を確保し、

事業活動の健全な発展に寄与することを目的として制定。「暴力

団と交際しない」、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供

しない」、「暴力団を利用しない」を基本理念に、区や区民・事

業者の責務、暴力団排除に向けた区の対応や、区民への支援な

どを明文化した。 

セレモニーで志村 豊志郎 練馬区長は、「暴力団排除条例をき

っかけに、区内の警察署をはじめとした関係団体、区民と連携し、

一層暮らしやすい、安全・安心な練馬区を築いていきます」と決

意を示した。 

セレモニー終了後には、志村区長や警察関係者、練馬駅周辺

の商店会の会員等約８０人が、駅利用者らに啓発用品を配布し、

暴力団排除を定めた条例の徹底を呼びかけた。 

 

 

【練馬区暴力団排除条例について】 

暴力団は、区民の生活や事業活動の場に深く介入し、その組織力を背景に様々な資金獲得活動を

行っている。条例の制定により、暴力団を排除するという区の考えを明確に示し、区のさまざまな

事務事業から暴力団の関与を排除するとともに、区民、警察と連携して、地域社会からの暴力団排

除を目指す。 

青少年の暴力団への加入や暴力団との接触による犯罪被害を防ぐための指導の徹底、地域のお祭

りや興行等のイベントに暴力団を関与させないための措置等も定めているのが特徴。学校関係者や

イベントの運営に携わる者が必要な対応をとることができるよう、区は警察等と連携し、情報の提

供や助言を行っていく。 

  
【セレモニーと啓発イベントの様子】 

志村区長、菅野石神井警察署長のあいさつの後、暴力団排除協議会・不当要求防止連絡協議会の

会長、副会長の呼びかけで、セレモニーの出席者約８０人が腕を振り上げ、「暴力団排除に向けて

頑張ろう！」と、シュプレヒコールを行った。また、セレモニー終了後、志村区長、区内の３警察

署長・副署長も参加し、練馬駅を利用する区民らに啓発用品を配布し、条例の周知を図った。 

 
【問い合わせ】危機管理室 安全・安心担当課  

啓発用品を配布する志村区長 

セレモニーの様子 



25練危防第10028号 

平成25年5月9日 

各中学校長 様 

小中一貫教育校長 様 

                   危機管理室 

安全・安心担当課長 星野 明久 

（公印省略） 

 

練馬区暴力団排除条例施行にともなう「青少年への教育」について 

 

練馬区では、練馬区暴力団排除条例を平成25年4月1日に施行しました。当条例におい

て、「青少年への教育」を定めております。 

そこで、今回、当条例に基づき、各中学校および小中一貫教育校で開催予定のセーフティ

教室において、「君を暴力団から守るために」というテーマで講義をさせていただきたいと

思っております。 

ご多忙のところ、申し訳ありませんがご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 開催方法 

  各校にて警察署が行う別紙日程のセーフティ教室に区も参加したいと考えています。

なお、開催にあたり警察署との調整は、下記担当が行いますので、各校に調整等でお手

間を取らせることはありません。 

２ 講義内容 

  「君を暴力団から守るために」という冊子を用いて行います。各校で予定されている

セーフティ教室の趣旨にあわせて講義します。 

３ 所要時間 

  各校のセーフティ教室の時間内（約２０分程度）で行います。時間についての警察署

との調整も下記担当が行います。 

４ 開催予定 

  ６月１日以降に開催されるセーフティ教室 

 ※５月末までにセーフティ教室が終了した学校についても、本年度は冊子「君を暴力団

から守るために」の配布をします。配布の際は、あらためて通知いたします。 

５ 問合せ先・担当 

危機管理室安全・安心担当課 

安全・安心担当係 黒羽・黒沢 

電話 03-5984-1027 FAX  03-3993-1194 
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